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(図表-2)

◎（１） ◎（２） （３） （４） ◎（５）

１週間の新規
感染者数

１週間の
感染経路
不明者数

感染経路
不明の

感染者率

ＰＣＲ
検査陽性率

クラスター
発生状況

４.感染まん延期
70人以上

(1.9人以上)
50人以上 70％以上 7％以上

３.感染移行期
14人以上

(0.38人以上)
7人以上 50％以上 3％以上

２.感染限定期
14人未満

(0.38人未満)
7人未満 50％未満 3％未満

１.感染休止期 4週連続0人 0人 ― 4週連続0％

指標の説明

感染まん延期

感染移行期

感染限定期

感染休止期

２　病床ひっ迫状況　　　専門家会議から助言を得て、県が病床のひっ迫状況を判断

（６）病床利用率 単なる絶対値の評価ではなく、個々の医療機関の医療提供体制のひっ迫状況につ
いて、実情を踏まえて把握し判断（７）重症者数（人工呼吸器装着患者数）

クラスターの
発生時に

規模や状況等
により個別に

評価

：過去7日間の累計もしくは平均で算出

感染流行期の説明 　　　上記５つの指標値が変動した際には、
　　　目安を参考にして
　　　感染症対策専門家会議を開催し、
　　　感染拡大状況等について
　　　県に助言をいただく。

新規感染者の発生が過大である状況

新規感染者の発生が増加傾向にある状況

新規感染者の発生が少数に限定されている状況

県内で新規感染者の発生が1か月程度認められない状況

新型コロナウイルス感染状況把握のための評価指標と目安（暫定案）

１　感染拡大状況　　　専門家会議から助言を得て、県が感染流行期を判断

　
　　　　　　指標

感染流行期

感染拡大状況評価指標　（◎重点指標）

(参考値：人口10万人あたり)



県内 県外
海
外

感染拡大状況指標 病床ひっ迫指標 国の基本的対処方針及び
近隣地域の動向 (海外の動向)

6

5

【ほぼ日常】 【注意】

1-1 【ほぼ日常】 【ほぼ日常】 1 感染休止期

0-1
【国内は日常】 【国外は注意】

(

一

部

あ

り
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1 　国外において、一部地域においては
　感染が終息していない
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制
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な
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（注）県内評価値と県外評価値の高さ（水平位置）が異なるのは、当分の間、静岡県の感染状況は、他の地域の感染状況よりも危険度が低
い

ことを反映している（例：静岡県は感染限定期だが 他の地域は感染移行期以上）

感染終息 国内の全域が
感染終息

3 【注意】 【注意】 2

4 【警戒】 【警戒】 3
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　　　感染移行期以上

 （近隣の感染状況が厳しい地域
　 の状況を評価）

2 感染限定期

【都市封鎖級】
4 感染まん延期

【特別警戒】

感染移行期

感染限定期

1 感染休止期

判断基準③

＋

国
際
評
価
値

（参考）判断基準④

国外においてもほぼ終息

「ふじのくに基準」に基づく「６段階警戒レベル」の決定方法

【考え方】
県内評価値（1～4の４段階評価）、県外評価値（1～3以上の３段階評価）、国際評価値（1～2以上の２段階評価）を用
いて６段階で「警戒レベル」を設定する。

レ
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病床利用率
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 （近隣の感染状況が厳しい地
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2
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1
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（図表-3）



（暫定資料）
（図表－４）

①静岡県

②累計感染者数が少な
く、感染が限定的な近
隣県
　（○○県、△△県）

③累計感染者数が少な
く、感染が限定的な中
長距離都道府県

④累計感染者数が多
いが、現在は感染が限
定的な都道府県

⑤特定警戒都道府県

①静岡県
新たなる生活様式
の徹底

新たなる生活様式
の徹底

できる限り避ける 自粛 極力回避を徹底

②累計感染者数が少
なく、感染が限定的な
近隣県
　（○○県、△△県）

新たなる生活様式
の徹底

ー ー ー ー

③累計感染者数が少
なく、感染が限定的な
中長距離都道府県

自粛を要請 ー ー ー ー

④累計感染者数が多
いが、現在は感染が限
定的な都道府県

自粛を要請 ー ー ー ー

⑤特定警戒都道府県 極力回避を要請 ー ー ー ー

県境を跨ぐ人の移動の制限の内容（警戒レベル３「県内注意」「県外警戒」のとき）

出発地

到着地
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緊急事態措置の指定区域除外に伴う 
静岡県実施方針 

 

令和２年５月 15 日 
静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部 

５月 14 日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の新たな基本的

対処方針が発表され、本県が緊急事態宣言の指定区域から除外された。 

しかし本県の感染状況は収束したものではなく、また、特定警戒都道

府県（以下「特定地域」という。）に隣接・近接していることから、本県

が、特定地域との間の行動制限を緩和した場合、特定地域からの県境を

跨ぐ新たな人の動きが生じるなどのおそれがあり、引き続き、警戒が必

要である。 

昨日の県の感染症対策専門家会議の検討結果等を踏まえ、県内の感染

状況・医療提供体制を評価する指標値などを用いた「ふじのくに基準」

に基づき、現在は「６段階警戒レベル」の「警戒レベル３」にあるとし、

以下の方針により、本県の新型コロナウイルス感染症対策を実施する。 

今後は、今般導入した「ふじのくにシステム」を用いて、県内外の動

向を継続的に監視・評価し、警戒レベルを時点更新の上、「実施方針」を

適時に見直していく。 

 

１ 対象とする期間 

 令和２年５月16日（土）からとする。 

２ 対象とする区域 

  静岡県全域 

３ 警戒レベル 

  警戒レベル３（県内は注意、県外は警戒） 

４ 実施する内容 

（１） 休業要請 

  県知事が、特別措置法に基づき実施している、遊興施設等、運動・

遊技施設に対して行う休業要請は５月 17日までとし、５月 18日以降

は解除する。 
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（２） 全体（県内で行う行動、県外に関する行動共通） 

○「新しい生活様式」への移行、継続（別添資料１） 

県民に対し、「密閉」、「密集」、「密接」の「三つの密」を徹底的に

避けるとともに、手洗い、マスクの着用、人と人との距離の確保など

の基本的な感染対策を継続するとともに、感染拡大を予防する「新し

い生活様式」の徹底・定着を呼びかける。 

事業者に対し、在宅勤務、時差出勤等、人との接触を低減する取組

を働きかける。 

（３）県内で行う行動に関する行動制限の要請 

 ①外出の自粛 

   繁華街の接待を伴う飲食店等、これまでにクラスターが発生してい

るような施設や「三つの密」のある場については、外出を避けるよう

呼びかける。 

それ以外の外出については、「新しい生活様式」を徹底した上での

外出は自粛を求めない。 

②催物等の開催の自粛要請等 

全国的かつ大規模な催物等の開催については、主催者が感染リスク

を評価し、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期することを

含め、主催者による慎重な対応を要請する。 

比較的少人数のイベント等については、感染防止策を講じた上での

開催など、適切な対応を行えば開催可能とする。 

③施設管理者への感染防止策の徹底の要請 

   業種ごとに策定されたガイドライン等（別添資料２）を参考に、施

設ごとの感染防止対策に万全を期すよう、強く要請する。 

とりわけ、特定地域からの来訪者が訪れる可能性のある地域の施設

については、「三つの密」をつくらないことなど感染防止策の徹底を

強く呼びかける。 

（４）県境を跨ぐ移動に関する行動制限の要請 

特定地域など相対的にリスクの高い都道府県への移動、その地域か

らの来訪については、極力回避するよう要請する。 

累計の感染者数が少なく、感染状況が限定的な近隣県については、

県内移動に準ずる形で可とする。 

その他の県との往来については、感染状況を踏まえて、できる限り

避けるように呼びかける。 
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（５）「ふじのくに基準」に基づく監視体制と「警戒レベル」の更新・発表 

「ふじのくに基準」に基づき、感染の状況等を継続的に監視・評価

し、その変化が認められた場合は、「警戒レベル」を変更し、適切な

対応を行う。 

県民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びかけるとと

もに、感染拡大が懸念される場合は、同基準に照らして「警戒レベル」

を引き上げ、法第 24条第９項に基づく措置等を実施する。 

（６）医療提供体制 

現時点ではクラスターの発生など、感染の急速な拡大の恐れが否定

できないことから、再度の感染拡大を早期に把握し、命を守るととも

に、医療提供体制の確保に資するため、医師の判断に基づく PCR 検査

等を積極的に実施する。 

医療機関によるＥＣＭＯや人工呼吸器等、治療に必要な機器の整備

を促進するとともに、第２波に備え医療資材・衛生資材の確保を行う。 

（７）学校教育活動 

地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、段階的

に学校教育活動を再開するという教育委員会による学校再開の方針

を支援する。 

（８）地産地消「バイ・シズオカ」の推進 

危機管理においては、自助・共助・公助が重要である。 

県内の生産者、販売者、施設管理者などにおいては、需要の大幅な

縮小によって、大変厳しい状況、死活問題となっている。 

これを、県民の共助で乗り越えていくため、県民に県産品の購入や

県内施設の利用を呼びかける。その消費行動の変化・変容は一時的な

ものとするのではなく、新しい暮らし方を静岡に定着させていく、バ

イ・シズオカの実践をお願いする。 

また、県内の感染状況等に留意しつつ、県内における社会経済活動

の日常化への取組を支援する。 












































